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Information 

 知 献血にご協力ください
▶日　時 　 7 /27㈭　 9：30～11：30、13：00～15：30
▶場　所 　市役所 1階（健康づくり課の隣）
▶種　類 　全血献血（400㎖）
▶持ち物 　献血カード（初めての方は身分証明書）
■問　健康づくり課　保健予防係

 イ 子育て講演会
　子育てで抱える悩みを解消し、親子で楽しく過ごし
ていただけるよう子育て講演会を開催します。

▶日　時 　 7 /30㈰　10：30～11：30
▶場　所 　市民交流センター　第 4・ 5会議室
▶内　容 　「お子さんの成長を促すかかわりについて～

イヤイヤ期は成長を促す絶好のチャンス～」
▶講　師 　臨床心理士　石毛 いづみ　氏
▶費　用 　無料
■問　健康づくり課　保健予防係

 知 平成29年度　出前講座メニュー
　出前講座とは、市民の皆さんの学習活動に役立てて
いただくため、皆さんの計画した学習会や集会に市
の職員が講師として出向き、市の行事や施策などに
ついてお話をする事業です。

▶出前講座の種類 　90種類
　詳細は、下記までお問い合わせいただくか、市ホー
ムページでご覧ください。

■問　生涯学習課　生涯学習係

 知 佐久一日合同行政相談所の開催
　不動産登記、年金、行政相談など弁護士や税理士へ
無料で相談できる相談所を開催します。

▶日　時 　 7 /26㈬　10：00～15：00（受付14：30まで）
▶場　所 　佐久平交流センター　 2階第 5会議室 

（佐久市佐久平駅南 4－ 1）
▶参加予定団体 　法務局・年金事務所・公証役場・ 

土地家屋調査士・県弁護士会など
■問　総務省長野行政評価事務所　☎026－235－5566

　空き地等は、普段から適正な管理を行わないと、雑草
等が繁茂し、次のような生活環境の悪化を招きます。
　近隣住民の安全と生活環境を損なわないためにも、
所有者（または管理者）は責任を持った管理をお願
いします。

▶粗大ごみなどを不法投棄される場所になる
▶害虫の発生場所になる
▶雑草の花粉によるアレルギーの原因になる
▶雑草の丈が伸び、見通しが悪くなり危険
■問　生活環境課　生活環境係

 知 空き地等の適正管理にご協力ください

 知 浄化槽設置の補助拡大もうすぐ終了‼
　市では、浄化槽設置費用の補助額を従来よりも引き
上げています。平成20年から10年間引き上げたなか、
今年度末で補助額の引き上げを終了します。この機
会に浄化槽設置による水洗化をご検討ください。
▶補助額（ 5人槽の場合）
　33万 2 千円＋12万 4 千円（上乗せ）＝45万 6 千円
　（※ 5人槽…建物の延べ床面積が130㎡以下）
■問　下水道課　業務係

 募 小諸市環境審議会委員
　環境基本計画の策定や計画の進捗の確認・評価をし
ていただきます。
▶活動頻度 　年 2回程度の会議（平日の昼間）
▶対　象 　市内在住または通勤・通学する20歳以上の方
▶任　期 　Ｈ29.10/ 1 ～Ｈ31.9/30の 2 年間
▶募集人数 　 2名以内
▶申込み 　7/31㈪までに応募動機（400字程度）、氏名、

性別、生年月日、住所、電話番号を明記し、
生活環境課へ郵送または持参による申込み。

■問　生活環境課　生活環境係

 知 福祉医療受給者証の更新
　福祉医療制度は、受給者証の交付を受けている方が、
医療機関で保険診療を受けた際に支払う、医療費の
自己負担分の一部を助成する制度です。
▶受給者証の更新があります。（手続きの必要なし）
　資格要件に該当する障がい者、母子、父子家庭の方
は、 7月下旬に受給者証を郵送します。
※ただし、所得証明書の提出が必要な方は別途ご案内します。
▶次に該当する方で受給されていない方はお問い合わ
せください。（一部の資格に所得制限があります。）
・高校 3年生（満18歳）以下の子ども
・重度の障がいがある方
・母子・父子家庭で18歳未満の子どもがいる方
　（18歳以上20歳未満で高等学校在学中は該当）
■問　厚生課　家庭支援係


